
●　新築住宅に関しては、平成18年６月１日

　　から既に設置する事が義務付けられて

  　おります。

●　既に建築済みの既存の住宅に関しては、

    平成20年６月１日～平成23年５月31日の間に設置することが

    義務付けられており,その設置期限は全国の市町村毎に

    市町村条例で定める事となっております。

●　栃木県は県の指導により、すべての市町村とも設置期限は

 　 平成21年５月31日と定められております。

　　茨城県は平成23年５月31日が設置期限となっております。

当社では、日本フェンオール㈱製やパナソニック電工㈱製ほかの製品
を取扱っております。
お取付けは説明書によりお客様ご自身でお取付け出来ますが、ご高齢
世帯のお客様や数多くの取付けが必要なお客様の場合は、有料にて取
付けをお引き受け致しますので、ご相談下さい。






